
＜女性活躍推進法行動計画策定例・101 人～300 人＞ 

株式会社○○○○ 行動計画 

 

職場における女性の活躍を推進し、当社で働く全ての社員が、その能力を 

十分に発揮できる雇用環境を整備するため、次の行動計画を策定する。 

 

〇計画期間  ２０２２年４月１日～２０２６年 3 月３１日までの４年間 

 

〇目  標 

目  標 : 管理職に占める女性割合を１５％以上にする。 

 

◯取組内容・時期 

取組内容 :  女性社員のキャリア形成に対する意識を醸成するための研修を行う。 

２０２２年 ４月～ 管理職を対象に女性活躍に関する意見交換を実施する 

２０２２年１０月～ 管理職養成のための研修内容を検討し、研修カリキュラムを作成する 

２０２３年 ４月～ 管理職候補の女性社員を対象として研修を３か月に１回実施する 

２０２４年 ４月～ 管理職候補の女性社員及びその上司を対象として、今後のキャリア 

プランに関する面談を実施する 

 

 

取組内容 ： 長時間労働の職場風土を改善する。 

２０２２年 4 月～ 経営トップから長時間労働の是正に関してのメッセージを発信する 

２０２２年１０月～ ワークライフバランスの観点から、帰りやすい職場風土に向けた 

業務削減の取組を実施する 

２０２３年 ４月～ 残業が一定時間数を超える場合の本人と上司に対する通知・助言を 

          行う 

  

女活法の行動計画では１つ以上の数値目標を立てる
必要があります（目標は 1 つでもかまいません） 

目標に対する対策内容とその 
実施時期を明記しましょう 



 

労働者数 101～300 人の事業主の皆さん！ 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の 

策定・届出等が義務になります！ 

女性活躍推進法が改正され、令和 4 年 4 月から、女性活躍推進法に基づく一般事業主 

行動計画の策定・届出等の義務の対象が、常時雇用する労働者数 301 人以上の企業から、 

101 人以上の企業に拡大されますので、早めの対応をお願いします。 

香川労働局 雇用環境・均等室 ☎087-811-8924 
       高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎北館 2 階 

女性活躍推進法一般事業主行動計画についてのお問合せ・提出先 

一般事業主行動計画策定届の様式やモデル行動計画については 

香川労働局ホームページをチェック!! 
ホーム＞各種法令・制度・手続き＞雇用環境・均等関係 

＞女性活躍推進法について 

検索 香川労働局 女性活躍 

労働者数 101～300 人の事業主に求められることは？ 

自社の女性の活躍 

に関する課題を 

４つの基礎項目を 

用いて把握する 

①で把握した 

課題を踏まえて 

行動計画を策定 

する 

自社の行動計画を

社員に周知すると

ともに、インターネ

ットで公表する 

自社の女性の活躍

に関する情報を、1

項目以上インター

ネットで公表する 

一般事業主行動 

計画策定届を香川 

労働局に提出する 
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＜基礎項目＞ 
・採用した労働者に占める女性労働者の割合（雇用管理区分ごとに把握） 
・男女の平均勤続年数の差異（雇用管理区分ごとに把握） 
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況 
・管理職に占める女性の割合 

＜行動計画の内容＞※行動計画の策定例はウラ面をごらんください 
・計画期間（2 年～5 年の間で選択する） 
・数値目標（例：技術職の女性を 2 人から 5 人以上にする） 
・取組内容と取組の実施時期 
  

＜公表の方法＞ 
・女性活躍推進企業データベース 

（国が運営するサイト） 

・自社のホームページへの掲載 

＜公表項目＞ 
・管理職に占める女性の割合 
・労働者のひと月当たりの平均残業時間 
・有給休暇の取得率  
 等、15 項目のうちから選択して公表 

データベースの

ＱＲコードは 

こちらです 


